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 （設置） 

第１条 和歌山大学（以下「本学」という。）に、和歌山大学大学会館（以下「会館」という。）

を置く。 

 （目的） 

第２条 会館は、本学の学生及び教職員の交流を通じて人間関係を緊密にし、併せて福利厚

生の増進を図ることを目的とする。 

 （管理及び運営） 

第３条 会館の管理運営責任者は、学長とする。 

 （使用者の範囲） 

第４条 会館を使用することができる者は、本学の学生・教職員及び学長が特に認めた者と

する。 

 （規定の遵守） 

第５条 会館を使用しようとする者は、この規則及び細則等で定められた諸規定を遵守しな

ければならない。 

 （使用許可） 

第６条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ、細則の定めるところにより、学長に所

定の使用許可願を提出し、その許可を受けなければならない。 

 （施設保全義務） 

第７条 会館の使用者は、施設、設備及び備品等の保全に努めなければならない。 

２ 会館の使用者が、故意又は過失により施設、設備及び備品等を破損し、又は亡失したと

きは、その損害を弁償しなければならない。 

 （使用許可の取消及び使用の中止） 

第８条 次の各号に掲げる場合は、会館の使用許可を取り消し、又は使用を中止させること

がある。 

（１） 使用者が、この規則及び細則等の諸規定に反した場合 

（２） 使用者が、会館の使用目的に反した場合 

（３） 学長が、会館の管理運営上支障があると認めた場合 

 （会館の事務） 

第９条 会館に関する事務は、学生支援課が行う。 

 （細則） 

第１０条 この規則で定めるもののほか、会館の使用に関する細則は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、昭和６０年９月１日から施行する。 

   附 則（平成７年３月２７日一部改正） 

 この改正規則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年３月２１日一部改正） 

 この改正規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１７０号） 

 この改正規則は、平成１６年４月１日から施行する。 


